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はじめに 

 

本計画段階環境配慮書は、尾三衛生組合が計画している新たなごみ処理施設の整備事業につい

て、「愛知県環境影響評価条例」（平成10年愛知県条例第47号）に基づき、事業の計画の立案段

階において環境の保全のために配慮すべき事項の検討を行い、その結果を取りまとめた計画段階

環境配慮書の案についての環境の保全の見地からの意見を踏まえて、取りまとめたものである。 
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